
 

 

除き衝突による衝撃力によりコンテナは浮き上った。

コンテナの相対移動による衝突時の横方向の衝撃力

によって、コンテナの浮き上りが発生し、再度トレー

ラの緊締装置の上部に衝突し上下方向に衝撃力が発

生する。これにより、トレーラにロールモーメントが

作用する。 

図8は定常円旋回模擬試験結果である。静止摩擦係

数0.8の横転時横加速度は2.28m/s2であり、トレーラ

の耐横転性としては積載条件①よりさらに低い状態

である。定常円旋回模擬試験結果を見ると、図6の積

載条件①と同様に静止摩擦係数が小さい範囲で横加

速度が低下している。また、図6と同様に極小点があ

り、摩擦係数0.4から0.35に下がっている。これは、

重心位置を横方向に移動したことによりトレーラ全

体のロール特性が横転しやすい方向に移ったためと

考えられる。静止摩擦係数0.3以下の場合の低下率は、

図6の積載条件①より大きい。これは先ほどと同様な

原因と考えられ、かつ、コンテナ自身も浮き上がり、

これを抑えるための緊締装置への衝突による衝撃力

がさらに加わったためと考えられる。 

図9の積載条件②の過渡応答模擬試験結果は、図7

の積載条件①の過渡応答模擬試験結果と同様な傾向

を示した。静止摩擦係数0.4を境にして、耐横転性が

ある程度低下している。低下率は、図7の積載条件①

より大きく、トレーラ全体のロール特性が横転しやす

い方向に移り、かつ、コンテナ自身も浮き上がり、こ

れを抑えるための衝突による衝撃力がさらに加わっ

たためと考えられる。特に、Jターン模擬試験の静止

摩擦係数0.35の低下率が一番大きかった。 

走行模擬試験結果の積載条件①と積載条件②を比

較して差が出る原因は、横方向偏荷重とコンテナのロ

ール回転中心の違いである。これにより、トレーラ全

体のロール特性が横転しやすい方向に移り、かつ、初

めの横方向の衝撃力によるコンテナ自身が浮き上が

り、これを抑えるための衝突による衝撃力がさらに加

わったため積載条件②の方が耐横転性の低下が大き

くなった。 

以上により、コンテナ･トレーラ間の静止摩擦係数

が小さい範囲では、コンテナ･トレーラ間の接触部分

の摩擦係数を上げる処置、衝撃力の発生を抑える等に

より、コンテナ用緊締装置のガタによる耐横転性の低

下をある程度抑えられる可能性があることがわかる。

また、積載条件②のような場合は、コンテナのロール

回転中心がトレーラメインフレーム左右端で、コンテ

ナ自身がトレーラに対して相対的にロール回転運動

を引き起こし耐横転性を低下させる。このことから、

これを抑制するために、コンテナのロール方向の回転

中心をメインフレーム左右端に近づけさせない構造

にすることで、耐横転性の低下をある程度抑えられる

可能性があることがわかる。 

４．まとめ 

40ft 国際海上コンテナトレーラの横転現象につい

て、コンピュータ･シミュレーションにより解析を行

った。その結果、積載条件②のような横方向に偏荷重

などがある場合で車両の耐横転特性が低くなるよう

な積載条件の場合には、ガタがあることによって、コ

ンテナ･トレーラ間の静止摩擦係数が小さいとコンテ

ナがトレーラの緊締装置に衝突し、その衝撃力の影響

により、耐横転性がさらにある程度低下することがわ

かった。 

今回のシミュレーションにより、これまであまり知

られていない現象を定量的に示すことが可能となっ

た。今後は、このシミュレーションの妥当性と高精度

を検討していきたい。 

最後に、実地調査において、ご協力をいただきまし

た青伸産業運輸(株)に対して感謝の意を表します。 
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㉓ 先進緊急ブレーキシステム（AEBS：Advanced Emergency  
Braking System）に係る国際調和基準について －続報－ 
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１．はじめに 

事故を未然に防止し被害の低減を図る予防安全技

術として、追突事故における被害軽減効果が高いとさ

れる衝突被害軽減ブレーキシステムがある。この装置

を早急かつ広範に普及させるべきとの社会的要請が

高まりつつあり、大型貨物自動車への装置の導入が進

められているところである。現在、自動車基準調和世

界フォーラム(WP29)において、大型車の先進緊急ブレ

ーキシステム（以下、「AEBS」という）に関する国際

基準化の検討が実施されており、我が国は国際基準調

和の観点から積極的に基準策定の活動に取り組んで

おり、将来的に基準の導入を目指している。AEBSとは、

衝突軽減ブレーキシステムおよび衝突回避ブレーキ

システムにより構成されており、欧州では 2013 年か

ら段階的に基準が導入されていくことになっている。 

そこで、AEBS に関する国際基準の策定動向につい

て、その性能評価手法に関する調査等について報告す

る。なお、現在も継続して基準策定作業が行われてい

ることから、本稿の記載事項が最終的な基準として決

められたものではないことを予めお断りしておく。 

２．AEBS 性能評価手法の国際基準調和活動 
AEBSの基準策定のための国際会議は、2008年 12月

から2011年 9月まで開催され、日本は延べ25回の会

議に当所職員が出席し、議論の動向を調査し、その情

報整理を行った。また、会議の場において各国へ向け

て発言すべき内容の検討と整理を行い、日本の意見を

適宜反映するように AEBS の国際基準化を支援してい

る。ここで、AEBSインフォーマル会議において議論さ

れているAEBS性能評価手法のうち①AEBS性能確認試

験、②AEBS不要作動確認試験、③オフスイッチ確認試

験、④故障時失陥警報試験について、主なものを以下

に示す。 

①AEBS性能確認試験 

性能確認試験は、警報の作動タイミング、緊急自動

ブレーキの作動タイミング及び速度低減量を確認す

る。警報の提示手法は、聴覚・視覚・Haptic(警報ブ

レーキ等)の 3 種類とし、緊急自動ブレーキの作動指

示のタイミングが基準となっている。まず、第1次警

報は聴覚またはHapticとし、減速度4m/s2以上の緊急

自動ブレーキの作動指示から1.4秒以上前に提示しな

ければならないことになっている。第2次警報は3種

類の提示手法の内 2種類として、減速度 4m/s2以上の

緊急自動ブレーキの作動指示から0.8秒以上前に提示

しなければならないことになっている。また、警報自

動ブレーキの速度低減量は 15km/h 以下または全速度

低減量の30％以下に限られている。緊急自動ブレーキ

のタイミングは、AEBSを装備したことによるドライバ

の過信を防止するために緊急時のみに限定し、衝突予

測時間（TTC）が 3.0 秒より前で作動することを禁止

している。AEBSのうち衝突被害軽減ブレーキシステム

の速度低減量は、8トンを超える大型貨物自動車およ

び5トンを超えるバスには、前方車両が動いている場

合は 50km/h が要件となっている。また、前方車両が

停止している場合は 10km/h が要件になっている。ま

た、AEBSのうち衝突回避ブレーキシステムの速度低減

量は、前方車両が動いている場合は70km/h、前方車両

が停止している場合は 20km/h が要件になっている。

なお、8トン以下の貨物自動車および5トン以下のバ

スに関しては、国際的にもシステムを市場に導入した

経験は無く、欧州では 2016 年から基準を導入する予

定であり、それまでに性能要件を決定することになっ

ている。 

②AEBS不要作動確認試験 

車線の両サイドに停止車両を設置し、その間を通り

抜ける際に警報および自動ブレーキが作動しないこ

とを確認する試験が提案されている。試験速度は

50km/hであり、車線幅は3.5mである。 
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③オフスイッチ確認試験 

AEBS オフ時には視覚によりオフ状態にあることを

ドライバに警告する。また、AEBSオフスイッチの使用

時にイグニッションオフからオンした際に自動的に

AEBSがオンになることを確認する。 

④故障時失陥警報試験 

電気的失陥を模擬して行う。例えば AEBS コンポー

ネントの電源配線を外す、または AEBS コンポーネン

トとの配線を外すなどがあり、AEBS失陥を模擬する。 

３．AEBS 性能評価手法の確認 
前述のAEBS 性能評価手法の①AEBS 性能確認試験、

②AEBS不要作動確認試験、③オフスイッチ確認試験及

び④故障時失陥警報試験について、当所自動車試験場

において実施手法の確認のために試験を実施した。計

測項目は、自動ブレーキの作動タイミング（CANデー

タ）、警報の作動タイミング（CANデータ）、車両速度、

衝突地点を表すデータとした。 

①AEBS性能確認試験では、前方車両が移動している

状況を模擬した移動障害物として図1の風船型模擬車

両を用いた。また、前方車両が静止している状況を模

擬した静止障害物としては、図2のコーナーリフレク

タを使用した。試験結果から警報および緊急自動ブレ

ーキの作動タイミングが基準の要件を満たしている

ことを確認した。また、速度データから、衝突までの

速度低減量および警報時の速度低減量を確認した。 

②AEBS 不要作動確認試験では、3.5m 幅の道路を想

定し、車線の外側の両サイドに乗用車を停止させて試

験車両を走行させた。その際に警報および緊急自動ブ

レーキが作動しないことを確認した。 

③オフスイッチ確認試験では、試験自動車が停止状

態において、オフスイッチ使用時にオフ警告灯が点灯

することを確認した。 

④故障時失陥警報試験では、試験自動車が停止状態

において、前方車両検知センサー（ミリ波レーダー）

からの配線を外すことで故障状態を模擬し、失陥警報

が提示されることを確認した。 

以上により、実施手法が妥当であることを確認でき

た。 

また、図1に示す風船型模擬障害物を用いた試験は

国際的にも経験が無く、衝突時の破損による危険な場

面も想定されるため、当所自動車試験場で使用可能な

速度条件の検討を行った。その結果、風船型とコーナ

ーリフレクタとも静止･移動状態で相対速度30km/hま

で実施可能であることを得た。 

４．AEBS インフォーマル会議テクニカルツアー 

2010年10月26日から29日に第9回目のAEBSイン

フォーマル国際会議を東京にて開催し、10月 27日に

は、当所自動車試験場にてテクニカルツアーを実施し

た。テクニカルツアーは、各国関係者に日本の AEBS

の技術レベルを周知することを目的にしており、欧州

に対して特に日本が先行している技術である静止し

ている車両に対するシステムの性能を試乗により各

国関係者に示すことができた。 

５．まとめ 
国際基準の策定が検討されている AEBS について、

国際会議における情報の収集・分析を行い、国際会議

の場において各国へ向けて発言すべき内容について

検討し、我が国の意見を適宜反映させる方向で国際基

準化を支援している。なお、現在も基準策定作業は継

続中である。また、国際会議にて検討された性能評価

手法を当所自動車試験場で実際に試験を実施し確認

した。 

図3 AEBSインフォーマル会議テクニカルツアー

図1 風船型を用いた移動障害物 

図2 コーナーリフレクタを用いた静止障害物 

 

 

 
 
㉔ 予防安全支援システム効果評価シミュレータ ASSESS を用いた 

ブレーキアシストシステムの効果に関する検討 
 

自動車安全研究領域   ※田中 信壽  森田 和元  安本 まこと  青木 義郎 
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１．はじめに 

近年、交通事故による死亡者数は，衝突安全システ

ムの普及や法規の厳罰化等の効果によって減少傾向

にある．しかし，その減少率は鈍化しつつあり2010年
には今なお年間4,863名という多くの尊い人命が交通

事故によって失われている．このような現状を打破す

べく，近年，事故を未然に防ぐことを目的とする予防

安全支援システムの開発及び普及促進が官民あげて

進められている．この予防安全支援システムの開発に

おいて不可欠なプロセスが，定量的な効果評価である．

これを実現する一つの方法としては，実際にシステム

を市場に投入し，システム作動時のデータを比較検証

するといった方法が考えられる．しかし，事故を未然

に防いだ状況における作動データは，交通事故データ

と異なり記録が残りにくく，収集も非常に困難である．

すなわち，事故を未然に防ぐ効果の評価の難しさが予

防安全支援システムの効果評価を困難にする一つの

大きな要因となっている．そこで，近年，予防安全支

援システムの効果評価をコンピュータシミュレーシ

ョンによって行う方法が提案されている[1][2]． 
現在，我々が開発している予防安全支援システム効

果評価シミュレータASSESSもこの取り組みの一環と

いえる．ASSESSは，コンピュータ内に仮想の交通環

境を再現し，この環境内を自律走行する車両に対する

予防安全支援システムの搭載率を変化させ，これによ

って生じる事故件数やニアミスの発生台数の変化か

らその効果評価を行うシミュレータである[3]．本報

告では，ASSESSの概要及び妥当性の検証結果を示し

た後，評価対象とする予防安全支援システムとして選

定したBrake Assist System (BAS)の効果評価について

述べる． 
 

２．ASSESS の概要 

ASSESS は，環境モデル，ドライバモデル，車両

モデルとこれらを管理するプログラムで構成され

ており，この構成によって仮想空間内を自律走行す

る車両（エージェント）が出現するマルチエージェ

ントシステムを実現している． 
まず ASSESS の開発では，事前に交通事故データ

の分析を行い，その結果，優先して対策を講じるべ

き事故形態が出会い頭事故であること，そして，こ

の出会い頭事故が発生しやすい環境が，見通しが悪

く，優先道路と非優先道路が交差する信号なし交差

点であることといった結論を得ている．そこで，

ASSESS では，これら出会い頭事故が発生しやすい

環境の条件を満たす実在の交差点（以下，対象交差

点と称す）を選定し，この対象交差点を再現した環

境で効果評価を行うこととした． 
環境モデルは，この対象交差点の交通環境の再現

（図１），エージェントの発生スケジュールの生成，

各エージェントの特性割り当て等を担当している．

よって，各エージェントは，環境モデルが再現した

交通環境内に，環境モデルが出力する発生スケジュ

ールに従って出現し，環境モデルが割り振った特性

に従って自律走行を開始する． 
ドライバモデルは，ドライバの運転行動を模擬す

ることを担当し，視認した情報に基づいて運転行動

を決定し，運転操作量を車両モデルに出力する． 
  

 Fig.1 Design concept of ASSESS 
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